
立
命
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経
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学
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第
二
十
九
巻
・
第
四
号
）

五
八
（
五
二
〇
）

地
租
改
正
と
私
的
所
有
権
の
性
格
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
鎌
倉
孝
夫
氏
の
枇
判
に
関
連
し
て

後
　
　
藤

靖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
は
じ
め
に
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
鎌
倉
氏
の
批
判
の
論
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
私
的
所
有
権
の
性
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
結
び
に
か
え
て

　
　
　
　
　
一
　
は
　
じ
　
め
　
に

本
稿
は
、
本
誌
第
二
八
巻
第
六
号
一
一
九
八
・
年
二
月
刊
一
に
掲
載
さ
れ
を
の
の
続
稿
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。
ほ
ん
ら
い
奮
・

上
掲
誌
に
っ
づ
い
て
予
告
部
分
の
続
き
を
連
載
す
る
は
ず
で
あ
つ
た
が
、
体
調
惹
わ
し
く
ぷ
一
た
た
め
に
止
む
ポ
く
延
引
せ
ざ

る
を
え
な
か
つ
た
。
こ
の
点
、
鎌
倉
氏
に
お
わ
び
す
る
と
と
乏
、
こ
の
記
念
す
べ
き
本
号
に
続
稿
部
分
を
掲
薯
ざ
る
を
え
た
く

な
っ
た
非
礼
を
足
立
教
授
に
心
か
ら
お
わ
び
し
、
御
寛
恕
を
え
た
い
と
思
う
・

さ
て
、
前
掲
稿
で
、
私
は
鎌
倉
氏
の
拙
稿
に
た
い
す
る
多
面
に
わ
た
る
批
判
の
う
ち
、
０
Ｄ
「
上
か
ら
の
ブ
ル
ジ
一
ア
革
命
一
論
に

つ
い
て
の
部
分
と
、
農
藩
置
県
の
と
ら
え
方
の
部
分
に
か
ん
し
て
憂
反
批
判
を
行
一
た
・
本
稿
は
・
鎌
倉
氏
の
私
一
の
批
判



の
中
心
論
点
と
も
い
え
る
地
租
改
正
の
性
格
と
私
的
所
有
権
の
性
格
に
つ
い
て
の
反
批
判
を
行
い
た
い
と
考
え
る
。
こ
の
二
つ
の
問

題
に
っ
い
て
は
・
長
い
問
に
わ
た
っ
て
経
済
史
家
や
法
学
老
に
よ
つ
て
さ
ま
ざ
ま
な
論
議
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
膏
、
言

し
た
論
争
に
っ
い
て
も
関
説
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
と
い
う
の
は
、
地
租
改
正
と
私
的
所
有
権
の
性
箆
定
の
問
題
は
、
明
治
維
新
、

し
た
が
っ
て
ま
た
天
皇
制
国
家
の
階
級
的
本
質
の
性
格
規
定
に
深
く
か
か
わ
つ
て
い
る
須
要
な
論
点
の
；
を
芒
て
い
る
か
ら
で

あ
る
・
一
九
三
〇
年
代
以
来
の
い
わ
ゆ
る
目
本
資
本
主
義
論
争
の
中
心
的
問
題
点
は
、
こ
の
評
価
に
か
か
わ
っ
て
い
た
と
い
っ
て
も

差
支
え
た
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
で
き
る
だ
げ
具
体
的
た
事
例
を
提
示
し
な
が
ら
、
私
自
身
の
積
極
的
た
見
解
を
述
べ
た
い
と

考
え
る
・
そ
の
た
め
、
前
誌
で
予
告
し
て
お
い
た
鎌
倉
氏
の
雷
憲
法
体
制
に
つ
い
て
の
私
見
へ
の
批
判
に
つ
い
て
の
反
論
は
、
紙

数
の
関
係
か
ら
再
び
続
稿
に
ゆ
だ
ね
ざ
る
を
え
た
く
た
っ
た
。

二
　
鎌
倉
氏
の
批
判
の
論
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

　
鎌
倉
氏
は
・
わ
た
し
が
、
川
島
武
宣
教
授
の
規
定
に
依
拠
し
た
が
ら
、
一
八
七
二
年
（
明
治
五
年
）
の
地
券
交
付
と
そ
れ
に
っ
づ
く

七
三
年
か
ら
の
地
租
改
正
の
性
格
を
、
　
「
土
地
や
財
産
の
支
配
権
を
物
に
対
す
る
権
利
関
係
に
収
縮
し
て
私
的
所
有
権
を
法
認
し
た

と
い
う
意
味
で
・
上
か
ら
の
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
的
改
革
と
し
て
の
意
義
を
も
っ
て
い
る
」
が
、
し
か
し
た
が
ら
そ
の
過
程
で
決
定
さ
れ
た

「
地
価
－
地
租
は
・
租
税
協
議
権
一
国
会
一
を
設
げ
を
一
と
な
く
、
政
府
が
旧
来
の
貢
租
額
を
減
差
い
こ
と
を
目
的
と
し
て
強
権
的
．

一
方
的
に
き
め
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
実
質
的
に
は
封
建
貢
租
の
単
た
る
貨
幣
形
態
へ
の
転
化
に
す
ぎ
な
か
っ
た
」
　
（
後
藤
靖
編

『
天
皇
制
と
民
衆
』
二
一
八
～
二
一
九
頁
）
と
述
べ
た
の
に
た
い
し
て
、
次
の
よ
う
た
二
点
に
わ
た
る
批
判
を
行
わ
れ
た
。
そ
の
第
一
点

は
私
的
所
有
権
に
か
ん
す
る
性
格
観
定
に
っ
い
て
で
あ
り
、
第
二
点
は
地
租
の
性
格
に
か
ん
し
て
で
あ
る
。

　
　
　
地
租
改
正
と
私
的
所
有
権
の
性
格
に
つ
い
て
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
（
五
二
一
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
．
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
（
五
二
二
）

　
ま
ず
、
第
一
点
に
っ
い
て
鎌
倉
氏
は
こ
う
批
判
さ
れ
て
い
る
。
「
土
地
私
有
権
の
確
定
は
、
土
地
売
買
の
解
禁
と
と
も
に
ブ
ル
ジ

ヨ
ァ
的
商
品
経
済
の
発
展
を
条
件
づ
げ
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
」
、
そ
う
し
た
条
件
の
も
と
で
の
農
民
層
分
解
が
寄
生
地
主
一
小
作

関
係
の
形
成
を
も
た
ら
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
資
本
主
義
発
展
の
お
く
れ
に
よ
る
農
村
未
分
解
に
よ
る
も
の
で
あ
り
」
・
ま
た

「
農
民
は
相
変
ら
ず
高
率
小
作
料
を
支
払
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
本
質
的
に
商
品
経
済
的
強
制
に
よ
る
も
の
で
あ
り
・

強
権
的
．
身
分
的
に
農
民
を
土
地
に
緊
縛
し
て
こ
れ
を
搾
取
す
る
と
い
う
封
建
的
関
係
で
は
な
か
っ
た
」
と
（
「
日
本
資
本
主
義
論
争
」

１
『
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
現
状
と
展
望
』
、
一
九
七
八
年
、
東
洋
経
済
新
報
杜
刊
）
。
鎌
倉
氏
は
、
地
券
交
付
に
よ
る
私
的
所
有
権
の
確
認
を

近
代
的
土
地
所
有
権
の
制
度
的
確
立
と
考
え
ら
れ
、
農
民
層
分
解
の
結
果
形
成
さ
れ
る
寄
生
地
主
・
小
作
関
係
も
本
質
的
に
は
ブ
ル

ジ
ヨ
ァ
的
生
産
関
係
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
た
考
え
方
は
、
げ
っ
し
て
鎌
倉
氏
独
自
の
も
の
で
は
な
い
・

例
え
ば
、
揖
西
光
速
氏
ほ
か
共
著
『
目
本
資
本
主
義
の
成
立
皿
』
（
一
九
五
六
年
七
月
、
東
京
大
学
出
版
会
）
で
は
、
七
二
年
二
月
の
土

地
永
代
売
買
の
解
禁
と
地
券
交
附
に
つ
い
て
、
　
「
す
べ
て
の
土
地
に
た
い
し
て
地
券
が
交
付
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
事
実
上
進

行
し
っ
っ
あ
っ
た
封
建
的
土
地
所
有
の
解
体
に
い
わ
ば
終
止
符
を
う
ち
、
近
代
的
土
地
所
有
を
制
度
的
に
確
立
す
る
・
と
い
う
土
地

制
度
上
の
大
き
た
変
革
」
で
あ
り
（
二
八
四
頁
）
、
　
「
地
券
が
権
利
関
係
を
公
示
す
る
手
段
と
な
っ
た
こ
と
を
い
み
し
、
・
．
：
：
地
券
は
・

土
地
私
有
権
の
確
立
と
、
そ
の
商
品
化
の
完
成
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
り
、
土
地
が
そ
れ
自
体
と
し
て
私
有
財
産
と
た
り
商
品
と
な

る
、
と
い
う
近
代
的
土
地
所
有
の
本
質
は
、
こ
こ
に
実
現
さ
れ
た
と
い
っ
て
い
い
」
（
三
〇
三
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ま

た
、
農
民
層
分
解
が
地
主
．
小
作
関
係
を
帰
結
さ
せ
た
要
因
を
、
　
「
地
租
や
小
作
料
の
過
重
が
、
資
本
家
的
経
営
の
発
展
を
さ
ま
た

げ
る
ひ
と
つ
の
理
由
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
も
う
一
つ
の
基
礎
に
は
、
農
産
物
価
格
や
農
業
生
産
力
の
発
展
や
労
賃
水
準
の
変
化
に

お
い
て
、
資
本
家
的
経
営
の
発
展
を
さ
ま
た
げ
る
諸
条
件
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
み
と
め
」
る
べ
き
で
あ
り
、
　
「
後
進
資
本
主
義



と
し
て
の
目
本
資
本
主
義
の
特
殊
性
は
、
農
村
人
口
の
急
激
な
吸
収
を
不
可
能
に
し
…
…
、
そ
の
こ
と
は
一
面
、
農
村
人
口
の
比
率

を
高
か
ら
し
め
、
商
品
と
し
て
販
売
さ
れ
る
農
産
物
に
た
い
す
る
市
場
を
小
さ
く
し
た
し
、
他
面
多
く
の
小
農
民
を
農
業
に
固
着
さ

せ
、
彼
等
の
競
争
に
よ
っ
て
農
産
物
価
格
は
よ
う
や
く
彼
等
の
生
活
を
維
持
し
う
る
ほ
ど
の
低
い
水
準
に
１
お
さ
え
ら
れ
る
傾
向
を
生

畦
し
め
」
、
こ
れ
ら
の
諾
要
因
が
「
農
民
層
分
解
を
お
し
ゆ
が
め
、
そ
こ
か
ら
寄
生
地
主
制
が
発
展
し
て
い
る
こ
と
は
お
よ
そ
明
ら

か
で
あ
ろ
う
」
（
四
八
七
～
四
八
九
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
。
鎌
倉
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
理
論
に
依
拠
し
、
同
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
第
二
点
の
地
租
の
生
格
に
つ
い
て
、
鎌
倉
氏
は
拙
論
を
批
判
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
　
「
他
の
租
税
源

泉
を
欠
い
た
明
治
政
府
が
、
そ
れ
だ
げ
に
地
租
に
た
よ
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
、
」
か
も
富
国
・
強
兵
に
よ
る
全
国
家
的
統
一

支
配
の
急
速
た
確
立
の
上
に
、
直
接
領
主
の
ご
と
き
財
政
の
物
質
的
基
礎
を
も
ち
え
ぬ
こ
の
政
府
は
、
租
税
増
徴
を
も
っ
て
す
る
ほ

か
財
政
的
基
礎
が
あ
り
え
な
か
っ
た
」
た
め
、
地
租
は
高
く
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ん
や
「
政
府
に
よ
っ
て
強
権
的
・
一
方

的
に
決
め
ら
れ
」
、
ま
た
「
租
税
協
議
権
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
」
こ
と
を
も
っ
て
「
封
建
貢
租
」
だ
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
。
そ

れ
は
あ
た
か
も
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
場
合
に
「
政
府
が
租
税
を
強
権
的
・
一
方
的
に
決
め
」
て
お
り
、
そ
れ
を
も
っ
て
「
封
建
貢
租
た

り
と
い
え
な
い
」
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
、
と
（
同
上
、
二
〇
頁
）
。

　
明
治
維
新
を
も
っ
て
絶
対
主
義
天
皇
制
の
移
成
と
考
え
る
（
本
誌
第
二
八
巻
第
六
号
参
照
）
私
と
し
て
は
、
鎌
倉
氏
の
よ
う
に
地
租
の

決
定
の
あ
り
方
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
も
と
で
の
租
税
決
定
の
方
式
を
類
似
的
な
も
の
と
さ
れ
る
見
方
は
、
経
済
的
発
展
段
階
や
租
税
体

系
し
た
が
っ
て
ま
た
国
家
類
型
な
い
し
国
家
移
態
の
内
的
発
展
を
無
視
し
た
全
く
非
科
学
的
な
も
の
と
み
ざ
る
を
え
ず
、
そ
れ
ゆ
え

こ
こ
で
は
反
批
判
の
対
象
と
は
し
た
い
。

　
　
　
地
租
改
正
と
私
的
所
有
権
の
性
格
に
つ
い
て
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
（
五
二
三
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二
（
五
二
四
）

　
鎌
倉
氏
が
地
租
改
正
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
地
租
は
封
建
貢
租
で
は
な
い
と
さ
れ
る
論
拠
も
、
実
は
古
く
か
ら
存
在
す
る
理
論
に

依
拠
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
前
に
引
い
た
揖
西
氏
ら
の
共
同
著
作
の
中
で
、
　
「
新
地
租
は
、
た
と
え
そ
の
量
に
お
い
て
は
高
率
で
あ

り
、
旧
貢
租
と
変
ら
な
い
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
す
で
に
そ
れ
が
封
建
的
土
地
所
有
の
撤
廃
と
近
代
的
土
地
所
有
の
確

立
と
を
前
提
と
し
て
お
り
、
全
国
的
統
一
的
に
算
定
さ
れ
た
地
価
を
課
税
標
準
と
し
た
収
益
税
（
「
一
定
の
収
益
計
算
を
し
、
そ
れ
を
資

本
還
元
し
た
も
の
を
も
っ
て
課
税
標
準
と
す
る
、
と
い
う
考
え
方
の
た
か
に
は
、
地
租
に
収
益
税
の
彩
態
を
与
え
よ
う
と
し
た
意
図
が
あ
っ
た
と
み

て
い
い
」
〈
二
九
三
頁
Ｖ
）
の
形
態
を
与
え
ら
れ
て
い
る
以
上
、
近
代
的
租
税
と
し
て
の
本
質
を
そ
た
え
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
た
げ
れ

ば
た
ら
た
い
で
あ
ろ
う
」
（
前
掲
書
三
〇
四
頁
）
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
鎌
倉
氏
の
地
租
に
か
ん
す
る
性
格
規
定
は
、
こ
の
論
述
に
依

拠
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
以
上
、
私
は
鎌
倉
氏
の
拙
論
に
対
す
る
二
っ
の
批
判
点
に
っ
い
て
述
べ
て
き
た
。
そ
こ
で
以
下
に
二
っ
の
批
判
点
に
っ
い
て
、
具

体
的
に
事
例
を
ひ
き
な
が
ら
反
批
判
を
加
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
（
１
）
　
川
島
武
宣
著
『
所
有
権
法
の
理
論
』
八
二
頁
参
照
。

三
　
私
的
所
有
権
の
性
格

　
鎌
倉
黄
は
、
地
券
交
付
・
地
租
改
正
に
よ
っ
て
法
認
さ
れ
た
土
地
の
私
的
所
有
権
を
近
代
的
土
地
所
有
権
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て

ま
た
、
こ
れ
を
歴
史
的
前
提
と
し
て
生
成
し
た
寄
生
地
主
的
土
地
所
有
も
近
代
的
土
地
所
有
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
寄
生
地
主
．
小

作
関
係
も
「
強
権
的
・
身
分
的
に
農
民
を
土
地
に
緊
結
し
て
こ
れ
を
搾
取
す
る
と
い
う
封
建
的
関
係
で
は
な
か
っ
た
」
と
い
わ
伽
る
。

そ
の
さ
い
高
率
高
額
の
小
作
料
は
、
「
本
質
的
に
商
品
経
済
的
強
制
」
１
１
土
地
の
需
給
関
係
に
よ
っ
て
生
じ
た
競
争
地
代
で
あ
り
、
げ



っ
し
て
寄
生
地
主
の
窓
意
的
決
定
に
も
と
づ
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
、
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
は
た
し
て
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
鎌
倉
氏
の
右
の
よ
う
な
論
理
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
当
該
の
段

階
に
お
い
て
少
た
く
と
も
次
の
条
件
が
み
た
さ
れ
て
い
な
げ
れ
ば
た
ら
な
い
。
す
た
わ
ち
、
商
品
経
済
が
い
ち
じ
る
し
く
発
展
し
、

資
本
が
土
地
所
有
を
自
已
に
適
合
的
な
も
の
に
つ
く
り
か
え
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
つ
く
り
か
え
る
だ
け
の
客
観
的
諸
条
件
が
生
ま

れ
っ
っ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
近
代
的
土
地
所
有
の
も
っ
と
も
典
型
的
た
形
態
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
資
本
の
作
用
に
よ
っ
て

資
本
制
生
産
様
式
に
適
合
的
な
も
の
に
つ
く
り
か
え
ら
れ
た
土
地
所
有
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
、
経
営
と
分
離
し
た
土
地
所
有
が
近
代

的
土
地
所
有
権
と
し
て
の
内
容
を
そ
な
え
る
た
め
に
は
、
借
地
権
が
物
権
的
移
態
を
と
る
か
賃
借
権
的
形
態
を
と
る
か
　
　
も
っ
と

も
前
者
の
形
態
を
と
る
場
合
が
よ
り
適
合
的
　
　
は
別
と
し
て
、
土
地
の
用
益
権
…
耕
作
権
が
地
主
と
借
地
農
と
の
近
代
的
契
約
関

係
を
通
じ
て
強
化
　
　
借
地
権
の
所
有
権
へ
の
優
越
　
　
さ
れ
る
過
程
を
媒
介
と
し
て
、
そ
の
生
産
内
部
に
資
本
・
賃
労
働
関
係
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

し
た
が
っ
て
ま
た
地
代
が
剰
余
価
値
の
一
部
分
で
あ
る
と
い
う
事
態
が
進
行
し
な
げ
れ
ぼ
た
ら
な
い
。
だ
が
、
土
地
の
近
代
的
所
有

権
は
、
こ
う
し
た
資
本
の
も
と
へ
の
土
地
所
有
の
従
属
と
い
う
経
済
的
実
態
を
そ
な
え
た
も
の
に
だ
げ
隈
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

フ
ラ
ソ
ス
革
命
後
の
分
割
地
所
有
が
典
型
的
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
農
民
が
「
彼
の
土
地
の
自
由
な
所
有
者
で
あ
っ
て
、
彼
の
土

地
は
彼
の
主
要
な
生
産
用
具
と
し
て
現
わ
れ
、
彼
の
労
働
と
資
本
と
に
と
っ
て
の
不
可
欠
な
従
業
場
面
と
し
て
現
わ
れ
る
」
よ
う
な

土
地
所
有
（
権
）
も
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
分
割
地
所
有
が
近
代
的
所
有
権
と
し
て
の
内
容
を
も
っ
の
は
、
封
建
的
土
地
所
有
関
係
と

そ
の
属
性
と
し
て
の
人
格
的
支
配
権
を
根
底
か
ら
廃
絶
し
、
所
有
を
自
由
・
安
全
お
よ
び
圧
制
へ
の
低
抗
権
と
と
も
に
自
然
的
権
利

と
し
て
全
杜
会
的
に
確
立
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
土
地
所
有
を
「
個
人
的
独
立
の
発
展
の
た
め
の
基
礎
」
と
す
る
と
と
も
に
、
　
「
農
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

そ
の
も
の
の
発
展
に
と
っ
て
の
一
つ
の
必
然
的
な
通
過
点
」
た
ら
し
め
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
土
地
所
有
が
近
代
的
所
有
権

　
　
　
地
租
改
正
と
私
的
所
有
権
の
性
格
に
つ
い
て
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
（
五
二
五
）



　
　
　
立
命
館
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六
四
（
五
二
六
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と
し
て
確
立
す
る
た
め
に
は
、
農
業
が
資
本
制
生
産
様
式
に
ま
で
展
開
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
◎
土
地
の
使
用
．
収
益

．
処
分
の
権
能
が
所
有
権
者
の
自
由
意
思
に
も
と
づ
い
て
行
使
さ
れ
る
こ
と
（
物
権
化
）
、
◎
そ
の
所
有
権
が
封
建
的
領
有
関
係
な
い

し
国
家
の
盗
意
的
収
取
関
係
か
ら
脱
脚
し
て
い
る
こ
と
（
市
民
杜
会
の
国
家
か
ら
の
完
全
な
分
離
、
私
法
の
公
法
に
対
す
る
優
位
関
係
の
形

成
）
｛
　
土
地
所
有
者
と
小
作
農
も
し
く
は
借
地
人
と
の
間
の
近
代
的
契
約
関
係
が
結
ば
れ
う
る
こ
と
（
借
地
権
の
所
有
権
へ
の
優
越
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

な
ど
が
、
法
的
観
範
と
し
て
成
立
し
て
い
た
げ
れ
ば
た
ら
な
い
。

　
で
は
、
地
券
交
付
・
地
租
改
正
は
、
い
ま
い
っ
た
よ
う
た
経
済
的
発
展
段
階
と
私
的
所
有
権
に
近
代
的
内
容
を
与
え
る
要
件
を
そ

な
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
的
に
い
え
ば
否
で
あ
る
心
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
誌
の
前
掲
稿
や
鎌
倉
氏
が
批
判
の
対
象
と

さ
れ
た
旧
稿
で
も
述
べ
て
お
い
た
通
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
念
の
た
め
、
地
券
交
付
・
地
租
改
正
期
の
私
的
所
有
権
の
性
格

に
つ
い
て
改
め
て
検
討
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
〔
一
〕
　
一
八
七
二
年
（
明
治
五
）
二
月
一
五
目
の
土
地
永
代
売
買
の
解
禁
（
太
政
官
布
告
第
五
十
号
）
と
同
年
二
月
二
四
目
の
「
地

所
売
買
譲
渡
二
付
地
券
渡
方
観
則
」
（
大
蔵
省
達
第
二
十
五
号
）
、
お
よ
び
同
年
七
月
四
目
の
「
一
般
ノ
所
有
地
二
地
券
ヲ
下
付
ス
ル
コ

ト
ヲ
達
ス
」
（
大
蔵
省
達
第
八
十
三
号
）
は
、
た
し
か
に
土
地
の
譲
渡
の
自
由
を
認
め
、
土
地
の
私
的
所
有
権
を
法
認
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
も
、
二
月
二
四
目
の
大
蔵
省
達
は
、
田
畑
の
売
買
や
譲
渡
が
あ
っ
た
場
合
に
は
地
券
を
授
与
し
、
そ
の
取
引
価
格
を
券

面
価
格
１
１
地
価
と
し
て
表
示
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
か
ぎ
り
で
み
れ
ぽ
、
地
租
は
取
引
価
格
た
る
地
価
を
基
準
と
す
る
た
め
、

地
租
（
国
家
、
公
法
）
は
私
的
取
引
関
係
（
市
民
杜
会
、
私
法
）
に
完
全
に
従
属
す
る
と
い
う
捗
式
に
定
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の

土
地
の
取
引
価
格
は
、
例
え
ほ
群
馬
県
で
の
事
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
　
「
従
来
田
畑
売
買
、
質
入
書
入
の
代
価
ハ
、
其
地
位
等
級

二
不
拘
其
田
地
よ
り
相
納
侯
正
租
雑
税
之
原
簿
に
依
り
作
徳
米
之
多
寡
を
生
し
、
英
多
寡
に
随
ひ
代
価
之
高
低
有
之
」
と
い
う
の
が



全
国
一
般
の
景
況
で
あ
へ
杜
。
い
い
か
え
る
と
、
土
地
生
産
力
の
高
低
Ｈ
収
穫
量
の
多
寡
が
地
価
決
定
の
基
準
で
は
な
く
、
作
徳
米

Ｈ
純
収
益
の
多
寡
が
そ
の
取
引
価
格
の
基
準
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
券
面
価
格
は
不
当
に
安
く
表
示
さ
れ
る
こ
と
に
・

な
っ
た
・
さ
ら
に
・
売
買
も
し
く
は
譲
渡
価
格
と
い
う
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
当
時
の
土
地
取
引
の
一
般
的
．
具
体
的
状
況
と
し
て
売

買
よ
り
も
質
入
一
書
入
に
よ
る
も
の
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
こ
と
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
。
例
え
ぱ
、
養
蚕
．
製
糸
地
帯
で
あ
り
、

そ
れ
だ
げ
に
商
品
経
済
の
発
展
が
急
速
に
進
ん
で
い
た
長
野
県
下
伊
那
郡
松
尾
村
（
現
飯
田
市
）
の
事
例
で
は
、
　
一
八
七
七
年
か
ら

八
三
年
ま
で
の
七
年
問
に
売
買
に
よ
る
土
地
の
移
動
面
積
は
三
四
町
六
反
歩
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
質
．
書
入
に
よ
る
も
の
は
二

七
五
町
七
反
歩
に
上
っ
て
い
た
（
拙
著
『
自
由
民
権
』
、
一
九
七
二
年
、
中
公
新
書
、
二
九
頁
参
照
）
。
こ
の
こ
と
は
、
質
．
書
入
の
価
格

が
土
地
の
売
買
価
格
を
規
制
す
る
作
用
を
も
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
う
し
て
、
券
面
価
格
は
ほ
ん
ら
い
土
地
価
格
の
決
定

要
因
で
あ
る
は
ず
の
土
地
の
肥
沃
度
か
ら
は
な
れ
て
、
非
現
実
的
な
価
格
と
し
て
形
成
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　
い
ま
・
わ
た
し
は
二
月
二
四
目
の
大
蔵
省
達
に
よ
る
と
き
に
は
、
地
租
は
私
的
取
引
関
係
に
従
属
さ
せ
ら
れ
、
国
家
（
公
法
）
は

市
民
杜
会
（
私
法
）
に
従
属
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
っ
た
。
達
の
文
面
だ
げ
を
み
れ
ぽ
こ
の
よ
う
に
規
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
し
、
し
た
が
っ
て
ま
た
こ
こ
か
ら
前
に
書
い
た
土
地
所
有
権
の
近
代
性
は
一
応
満
た
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
し
か

し
た
が
ら
、
、
さ
ら
に
一
歩
っ
っ
込
ん
で
考
え
れ
ぱ
、
こ
の
文
面
が
実
態
的
に
は
土
地
所
有
権
の
近
代
性
を
意
味
し
て
い
た
い
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
封
建
貢
租
お
よ
び
高
利
貸
資
本
に
よ
る
土
地
の
支
配
が
、
土
地
の
正
常
な
交
換
価
値
を
歪
曲
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
’
地
の
近
代
的
所
有
権
が
成
立
し
う
る
た
め
に
は
、
シ
に
い
っ
た
よ
忌
資
本
が
土
地
所
有
を
自
己
に
適
合
的

な
移
態
に
つ
く
り
か
え
る
だ
げ
の
客
観
的
諸
条
件
が
準
備
さ
れ
て
い
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
客
観
的
諸
条
件
の
う
ち
の
最
低
の
、

し
か
も
必
須
の
要
件
は
、
土
地
価
格
が
そ
の
生
産
力
の
高
低
に
応
当
的
に
決
定
さ
れ
る
よ
う
な
取
引
関
係
の
展
開
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、

　
　
　
　
地
租
改
正
と
私
的
所
有
権
の
性
格
に
つ
い
て
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
（
五
二
七
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六
（
五
二
八
）

現
実
に
は
そ
の
よ
う
な
取
引
関
係
を
っ
べ
り
出
す
よ
う
な
市
場
構
造
は
存
在
し
た
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
現
実
の
取
引
関
係
が
意
味

し
て
い
る
の
は
、
買
手
や
債
権
者
に
と
っ
て
は
不
当
に
有
利
で
あ
る
が
、
売
手
や
債
務
者
に
と
っ
て
は
き
わ
め
て
不
私
な
不
等
価
交

換
で
あ
る
。

　
　
な
お
、
っ
い
で
な
が
ら
こ
の
時
期
に
布
告
さ
れ
た
私
人
間
の
取
引
関
係
に
っ
い
て
は
す
べ
て
「
相
対
」
に
よ
る
契
約
関
係
が
規
範

化
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
一
八
七
二
年
（
明
治
五
）
八
月
の
、
地
代
店
賃
に
１
っ
い
て
こ
れ
ま
で
の
制
隈
を
廃
し
て
「
鑑
又
方
相
対
ヲ

以
取
極
致
貸
借
可
為
勝
手
事
」
や
、
　
「
諸
奉
公
人
、
諸
職
人
、
雇
夫
等
給
金
雇
料
ノ
儀
是
亦
自
今
隻
方
相
対
ヲ
以
取
極
侯
儀
勝
手
タ

ル
ベ
シ
」
と
い
う
太
政
官
布
告
が
そ
れ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
七
三
年
六
月
「
人
民
一
般
商
業
及
ヒ
其
他
ノ
事
二
因
リ
代
人
ヲ
以
テ
契

・
約
取
引
致
シ
侯
規
則
」
の
公
布
も
そ
の
類
で
あ
る
。
こ
れ
ら
一
連
の
布
告
は
、
一
般
市
民
問
の
取
引
・
契
約
関
係
の
発
展
と
い
う
事

態
の
な
か
で
、
こ
れ
ま
で
の
国
家
的
観
制
か
ら
私
的
諾
関
係
の
自
由
を
保
障
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
・
こ
れ
ら

の
措
置
は
、
す
で
に
前
稿
で
指
摘
し
て
お
い
た
国
家
と
市
民
杜
会
の
分
離
に
対
応
す
る
公
法
と
私
法
の
分
離
の
端
緒
を
示
し
て
い
る

も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
地
券
授
与
に
か
ん
す
る
大
蔵
省
の
諾
達
も
、
こ
の
一
連
の
布
告
の
線
上
の
も
の
と
い
っ
て
よ
、
だ
が
・

忘
れ
て
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
ら
一
連
の
布
告
も
取
引
地
価
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
げ
っ
し
て
法
文
通
り
の
真
の
相
対
契
約
を
実

現
さ
せ
る
も
の
で
は
た
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
〔
二
〕
　
土
華
水
代
売
買
の
解
禁
と
地
券
交
付
は
、
す
で
に
い
っ
た
よ
う
に
土
地
の
私
的
所
有
権
と
売
買
譲
渡
の
自
由
を
認
め
た

も
の
で
功
る
。
こ
の
こ
と
は
、
幕
藩
体
制
下
の
土
地
の
独
占
者
た
る
領
主
が
同
時
に
ま
た
政
治
的
支
配
権
の
領
有
者
で
あ
る
と
い
う

こ
と
、
い
い
か
え
れ
ば
土
地
所
有
が
政
治
的
・
人
格
的
支
配
の
契
機
で
あ
っ
た
と
い
う
関
係
を
解
体
し
、
土
地
を
財
産
と
み
な
し
・

そ
の
所
有
権
を
物
に
た
い
す
る
支
配
権
に
限
定
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
、
そ
の
土
地
の
私
有
権
は
、
七
二
年
一
月
・



同
五
月
二
吉
・
同
十
月
三
・
目
の
大
薯
達
の
「
地
券
ヲ
所
有
ス
ル
上
ハ
、
向
後
官
用
二
供
ス
ル
モ
必
ス
地
主
ノ
承
諾
ヲ
待
ツ
ベ

ツ
・
若
シ
世
上
轟
益
ノ
為
メ
一
供
用
ス
ル
時
一
券
面
ノ
代
金
及
其
建
物
二
応
ス
ル
相
当
ノ
代
金
ヲ
付
与
シ
上
地
セ
ツ
ム
一
と
い

う
よ
乏
・
私
的
所
姦
の
い
わ
ぼ
絶
対
性
さ
え
認
め
て
い
る
。
た
だ
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
繕
神
が
、
一
八
八
九
年
一
明
治

二
二
年
一
法
律
第
十
九
号
土
地
収
用
蒙
制
定
さ
れ
る
ま
で
生
き
っ
づ
け
た
七
五
年
七
月
二
八
目
の
太
政
官
布
達
第
百
三
士
一
一
号
の

「
公
用
土
地
買
上
規
則
一
に
よ
一
て
重
大
な
修
正
を
う
げ
た
こ
と
で
あ
る
。
七
二
年
五
月
二
七
目
の
大
蔵
省
達
で
は
「
官
用
地
ト
難

ト
モ
・
地
主
ノ
承
諾
ヲ
得
テ
之
ヲ
買
収
ス
一
キ
一
勿
論
ナ
ー
。
今
後
諸
省
二
於
テ
官
舎
．
学
校
．
兵
隊
．
屯
営
．
工
場
等
ヲ
建
営
ス

ル
為
メ
用
地
ヲ
要
ス
一
－
キ
一
・
地
主
ノ
承
諾
ヲ
得
シ
後
其
建
設
ノ
義
ヲ
中
請
ス
一
シ
一
と
さ
れ
て
い
た
の
が
、
七
五
年
七
月
二
八

目
の
太
政
官
布
達
で
は
・
「
公
用
土
地
買
上
－
一
黒
村
市
ノ
保
護
便
益
一
供
ス
ル
為
メ
、
院
省
使
庁
府
県
二
於
テ
人
民
所
有
ノ
土
地

ヲ
買
収
ス
ル
ヲ
云
・
畠
郡
村
市
保
護
便
笹
一
供
ス
ル
為
メ
、
人
民
一
テ
鉄
道
電
線
水
路
等
ノ
大
圭
ヲ
起
ス
ト
キ
ハ
、
其
事
業
二

由
リ
特
別
官
許
ノ
上
装
則
一
準
ス
ル
ヲ
得
一
三
第
一
則
一
と
い
う
よ
う
辰
用
の
主
体
お
よ
び
収
用
の
事
業
の
種
類
が
い
著

る
し
く
笑
さ
れ
こ
か
も
「
公
用
買
収
一
必
ス
其
地
ヲ
要
セ
サ
ル
ヲ
得
サ
ル
ニ
非
レ
ハ
之
ヲ
行
ハ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
。
故
二
人
民
之

ヲ
拒
ム
ヲ
得
ス
・
但
其
地
一
属
セ
一
植
物
・
建
物
一
亦
本
文
一
同
シ
」
（
第
二
則
）
と
い
う
よ
う
に
、
収
用
に
さ
い
し
て
の
強
制
｝
が
い

一
き
り
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
一
・
墨
則
期
財
政
経
済
史
料
集
成
一
第
七
巻
二
四
七
、
…
頁
、
一
法
令
書
明
治
八
年
参
照
一

そ
Ｌ
て
当
然
の
こ
と
奈
ら
・
こ
の
太
政
官
布
達
と
と
も
に
そ
れ
ま
で
の
大
薯
達
は
廃
止
さ
れ
た
。
こ
の
修
正
は
、
地
券
交
付
段

階
で
認
め
ら
れ
て
い
た
私
的
所
有
権
の
絶
対
性
が
「
公
用
土
地
買
上
規
則
一
に
よ
つ
て
い
ち
ぢ
る
し
く
制
限
さ
れ
、
公
用
地
収
用

一
公
権
力
一
が
私
有
地
一
私
権
一
凄
越
す
る
と
い
う
権
限
関
係
の
内
容
転
換
さ
え
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
転
換
は
、
地
券
交
付
段
階

と
地
租
改
正
段
階
で
の
私
的
所
有
権
に
た
い
す
る
政
府
の
考
え
方
の
変
化
に
対
応
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。

　
　
　
　
地
租
改
正
と
私
的
所
有
権
の
性
篭
っ
い
て
一
後
藤
一
　
　
　
　
　
　
一
一
七
一
五
二
九
一



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
一
第
二
十
九
巻
．
第
四
号
一
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八
一
五
三
〇
一

　
　
も
と
も
と
土
地
永
代
売
買
の
解
禁
は
、
幕
藩
体
制
下
で
の
葵
上
の
農
民
的
土
地
所
有
と
売
買
・
譲
渡
の
進
展
と
い
う
客
観
的
事

態
に
対
応
し
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
に
貢
租
姦
収
す
る
か
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
一
た
。
そ
の
点
は
・
土
地
永
代
売
買
の
解
禁
に

さ
い
し
て
付
せ
ら
れ
た
「
理
由
書
」
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
、
方
今
政
権
一
二
朝
廷
二
帰
シ
、
凡
百
ノ
政
務
斉
ブ
秋
一
至
レ
リ
。
塗
ハ
琴
蕃
空
祭
客
ア
鼠
か
掌
か
か
一
か
ネ

さ
淋
．
ワ
淳
）
噌
４
ノ
嚢
内
外
ノ
規
則
等
ヲ
探
討
考
覆
ス
ル
一
断
然
旧
法
ヲ
廃
シ
、
全
国
一
般
墜
穿
ハ
監
幕
ぐ
、
竺
惹

金
分
一
ノ
税
法
ヲ
施
行
ス
ル
ニ
如
カ
ス
。
此
法
ヲ
施
設
ス
ル
ー
キ
一
耕
地
ノ
広
狭
、
地
味
ノ
沃
癖
、
秋
毛
ノ
馨
等
検
査
ノ
煩
労
ヲ
省
キ
・
前
陳

葎
ノ
錯
雑
三
掃
シ
、
古
来
ノ
通
患
一
朝
二
氷
解
シ
、
前
日
偏
頗
ノ
田
租
梢
・
平
準
ヲ
得
テ
億
兆
ノ
農
民
一
様
ノ
恩
沢
一
浴
セ
ソ
ト
ス
・
云

　
々
」
（
『
明
治
前
期
財
政
経
済
史
料
集
成
』
第
七
巻
、
二
四
二
頁
）

こ
の
布
告
の
「
理
由
書
一
は
、
七
一
・
年
九
月
の
大
蔵
卿
大
久
保
利
通
と
大
蔵
大
輔
井
上
馨
の
連
名
に
よ
る
・
「
地
所
売
買
放
禁
・

竺
収
税
法
施
設
之
儀
一
と
い
う
正
院
一
の
伺
書
と
内
容
凄
と
ん
ど
同
一
で
あ
る
。
大
久
保
・
井
上
建
議
は
・
「
地
代
金
分
ブ

艦
法
一
を
行
う
必
要
が
膏
、
そ
の
た
め
に
は
二
般
一
地
所
ノ
売
買
ヲ
許
シ
一
て
「
各
所
持
地
ノ
沽
券
ヲ
改
メ
一
る
べ
き
だ
と

い
う
の
で
あ
る
一
同
上
書
、
三
〇
七
－
八
頁
参
照
一
。
だ
か
ら
、
土
地
永
代
売
買
解
禁
の
ね
ら
い
は
、
「
地
代
金
分
一
ノ
収
税
法
一
－
土

地
永
代
売
買
解
禁
－
地
券
交
付
と
い
う
方
向
規
定
性
で
膏
、
げ
一
し
て
そ
の
逆
で
は
な
い
二
一
の
こ
と
を
よ
り
端
的
に
示
し
て
い

る
の
が
、
七
…
○
月
吉
の
大
久
保
、
井
上
連
名
に
よ
る
「
三
府
下
地
券
発
行
之
儀
正
院
伺
一
で
あ
る
・
そ
れ
に
は
・
こ
う
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
従
前
は
「
偏
二
農
租
而
己
ヲ
収
課
シ
、
市
井
之
地
租
者
措
テ
不
収
一
如
何
一
モ
不
公
平
之
儀
一
一
有
之
筒
追
々

一
般
之
法
則
相
立
度
、
先
以
東
藩
下
之
地
券
ヲ
発
行
致
シ
年
・
地
租
取
立
、
政
府
保
護
之
費
用
一
充
侯
様
仕
度
・
云
々
一
と
一
同

上
書
三
。
八
頁
、
参
照
一
。
こ
の
伺
書
で
は
、
蚕
、
大
阪
、
京
都
三
府
下
の
地
券
発
行
が
旧
来
の
免
租
地
を
新
し
く
地
租
農
の
課

税
物
件
と
す
る
こ
と
を
目
的
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。



　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
れ
ぱ
、
地
券
交
付
に
よ
る
土
地
の
私
的
所
有
権
の
法
認
の
真
の
ね
ら
い
は
担
税
老
の
確
定
に
あ
っ
た
と
い
わ

な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
地
租
は
、
実
際
に
は
〔
一
〕
で
述
べ
た
よ
う
な
取
引
価
格
１
１
券
面
価
格
を
基
準
と
す
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
七
一
年
七
月
二
四
日
の
太
政
官
達
が
、
　
「
今
般
廃
藩
置
県
二
付
テ
ハ
諾
国
ノ
租
税
ヲ
一
般
定
則
二

改
正
ス
ヘ
キ
理
ナ
レ
ト
モ
、
因
襲
ノ
久
キ
、
邊
二
之
ヲ
改
革
ス
ル
ト
キ
ハ
民
心
二
惇
戻
ス
ル
ヲ
恐
ル
。
故
二
本
年
ハ
悉
皆
旧
慣
二
勿

ル
ヘ
シ
」
（
『
明
治
前
期
財
政
経
済
史
料
集
成
』
第
七
巻
一
七
〇
頁
、
参
照
）
と
い
い
、
そ
の
「
本
年
云
々
」
は
そ
の
ま
ま
地
租
改
正
に
・
い

た
る
ま
で
継
続
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
的
所
有
権
は
旧
来
の
封
建
貢
租
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
た
貢
租
徴
収
権

１
１
土
地
高
権
の
支
配
下
に
お
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
土
地
の
売
買
・
譲
渡
価
格
が
ほ
ん
ら
い
の
交
換
価
値
と
し
て

実
現
さ
れ
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
〔
三
〕
　
土
地
永
代
売
買
の
解
禁
、
地
券
交
付
は
、
い
ま
い
っ
た
よ
う
に
「
地
代
金
分
一
ノ
収
税
法
」
を
っ
く
り
出
す
た
め
の
手

段
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
目
的
は
地
租
改
正
に
１
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
本
稿
は
、
地
租
改
正
の
過
程
を
そ
れ
自
体
と
し
て
分
析
の
対
象
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
地
租
と
私
的
所
有
権
と
の
関

係
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
私
的
所
有
権
な
る
も
の
の
性
格
観
定
を
行
う
こ
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
一
八
七

三
年
（
明
治
六
）
七
月
二
八
日
の
地
租
改
正
法
令
（
Ｑ
太
政
官
布
告
第
二
百
七
十
二
号
と
　
そ
の
別
紙
「
地
租
改
正
条
例
」
、
　
大
蔵
省
布
達

「
地
租
改
正
規
則
」
お
よ
び
＠
大
蔵
省
の
地
方
官
へ
の
達
「
地
方
官
心
得
」
１
以
下
数
字
で
出
所
を
示
す
。
『
明
治
前
期
財
政
経
済
史
料
集
成
』
第
七

巻
、
三
二
五
～
…
二
五
頁
、
参
照
）
と
、
そ
の
後
の
政
席
の
方
針
転
換
に
と
も
な
う
法
令
の
変
化
の
内
容
を
検
討
し
、
そ
れ
が
私
的
所

有
権
の
性
格
を
ど
の
よ
う
に
規
定
し
た
か
と
い
う
こ
と
を
分
析
す
る
に
止
め
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

　
さ
て
、
地
租
改
正
法
令
の
要
点
に
っ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
も
の
を

　
　
　
地
租
改
正
と
私
的
所
有
権
の
性
格
に
つ
い
て
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
（
五
三
一
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇
（
五
三
二
）

参
照
し
た
が
ら
、
私
な
り
に
ま
と
め
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
第
一
に
、
　
の
第
一
、
第
二
則
が
い
う
よ
う
に
、
所
有
権
者
お
よ
び
所
有
地
の
広
狭
の
確
定
は
「
旧
帳
簿
」
に
よ
ら
ず
、
「
持
主

銘
々
」
よ
り
「
精
藪
ノ
反
別
」
を
申
出
さ
せ
、
官
は
そ
の
「
当
否
検
査
」
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
さ
き

に
述
べ
た
地
券
交
付
の
精
神
の
継
承
で
あ
り
、
農
民
の
申
告
を
尊
重
し
て
私
的
土
地
所
有
権
を
確
定
し
よ
う
と
意
図
し
た
も
の
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
七
三
年
五
月
の
大
蔵
省
か
ら
の
正
院
に
た
い
す
る
「
地
租
改
正
ノ
儀
申
上
添
書
」
の
中
の
「
人

民
告
諭
書
」
の
一
節
「
地
所
ノ
広
狭
ヲ
正
シ
ク
測
量
シ
テ
有
ノ
マ
・
二
申
立
ヘ
シ
」
（
同
上
書
、
三
二
四
頁
、
参
照
）
と
符
合
す
る
も
の

で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
さ
い
「
人
民
告
諭
書
」
が
上
記
の
引
用
文
に
つ
づ
い
て
、
　
「
仮
ヘ
ハ
検
地
ノ
時
ノ
反
別
一
町
ト
唱
フ
ル
モ
、

其
実
ハ
一
町
三
反
ア
ル
地
所
ヲ
旧
習
二
泥
、
ミ
テ
一
町
ナ
リ
ト
書
出
シ
置
ク
ト
キ
ハ
、
持
地
ノ
内
三
反
ハ
真
ノ
所
有
ト
ス
ル
事
能
ハ
ス
、

政
府
ニ
テ
地
所
改
ノ
時
二
至
リ
其
事
顕
ハ
ル
レ
ハ
隠
田
ノ
律
二
依
リ
テ
、
取
上
ト
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
戸
長
迄
モ
其
罰
ヲ
受
ル
ナ
リ
」

（
同
上
書
、
同
頁
）
と
、
か
な
り
威
嚇
的
塗
言
辞
を
用
い
な
が
ら
申
告
の
正
確
さ
を
期
そ
う
と
し
て
い
る
点
を
見
落
し
て
は
た
ら
な
い
。

　
第
二
に
、
私
有
地
の
地
価
に
つ
い
て
は
、
　
「
持
主
銘
々
」
が
　
の
検
査
例
に
従
い
、
自
作
地
の
場
合
に
は
収
穫
高
（
第
一
則
）
、
小

作
地
の
場
合
に
は
小
作
料
（
第
二
則
）
を
そ
れ
ぞ
れ
資
本
還
元
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
算
出
し
て
申
告
さ
せ
、
官
は
そ
の
「
当
否
検
査
」

（
　
、
＠
）
を
す
る
の
み
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
地
券
交
付
の
精
神
を
う
げ
っ
い
だ
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ

に
は
、
土
地
が
財
産
と
し
て
存
在
し
は
じ
め
た
と
い
う
認
識
が
官
に
お
い
て
も
成
立
し
て
い
る
、
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
政
府
は
こ
の
地
価
算
定
を
全
く
放
任
し
た
の
で
は
た
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
検
査
例
第
一
則
で
農
業
上
の
必
要
経

費
と
し
て
収
穫
米
の
一
割
五
分
の
肥
種
代
を
認
め
た
の
み
で
、
賃
金
部
分
や
農
器
具
損
料
、
家
屋
損
料
そ
の
他
の
実
際
の
農
業
生
産

費
と
し
て
不
可
欠
の
部
分
を
一
切
認
め
ず
、
ま
た
、
資
本
還
元
の
た
め
の
利
子
率
も
六
分
し
か
認
め
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の



こ
と
は
・
政
府
が
土
地
竺
方
で
は
私
的
財
産
と
み
な
し
象
ら
、
そ
れ
以
上
猛
方
で
は
貢
租
の
対
象
物
と
し
て
考
え
て
い
た
こ

と
を
意
味
す
る
。

第
三
に
・
地
租
は
地
価
の
百
分
の
三
と
定
め
、
金
納
と
す
る
一
Ｑ
，
９
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
、
こ
の
百
分
の
三
と
い

う
比
率
は
二
八
七
三
年
三
月
の
大
蔵
省
の
「
地
券
税
額
の
原
価
百
分
ノ
…
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
論
定
ス
一
と
い
う
文
書
か
ら
知
ら

れ
る
よ
う
に
・
「
地
租
改
正
ノ
始
先
ツ
旧
来
ノ
歳
入
ヲ
減
セ
サ
ル
ヲ
目
的
一
と
し
た
と
こ
ろ
か
ら
決
定
さ
れ
た
の
は
い
う
ま
で
差

い
（
同
上
書
、
三
三
七
頁
）
。

政
府
は
・
い
ま
い
一
た
よ
う
な
内
容
定
っ
地
租
改
正
法
令
に
よ
つ
て
全
国
的
な
改
租
事
業
に
の
り
だ
し
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
の

事
業
績
調
に
進
捗
し
は
し
な
か
～
。
し
か
も
七
四
年
に
入
る
や
、
地
租
改
正
事
業
に
着
手
し
た
諾
県
の
経
験
か
ら
六
百
万
円
に

圭
る
地
租
の
減
収
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
一
た
。
そ
こ
で
政
府
は
、
七
五
年
七
月
八
是
地
租
改
正
霧
局
一
七
五
年
五
月
二
一

目
設
置
一
の
裁
定
に
よ
る
地
租
改
正
条
例
細
目
を
制
定
し
、
地
租
改
正
法
令
の
手
直
し
を
行
つ
た
。
そ
の
修
正
点
は
、
お
お
ま
か
に

整
理
す
れ
ば
次
の
二
点
に
な
る
。

そ
の
第
一
は
・
地
価
算
篭
つ
い
て
の
＠
第
十
二
章
の
検
査
例
第
二
則
の
適
用
を
事
実
上
廃
止
し
、
も
つ
ぱ
ら
第
一
則
の
適
用
を

強
制
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
則
と
い
う
の
は
小
作
地
の
場
合
の
地
価
算
定
方
式
で
あ
る
が
、
そ
の
さ
い
政
府
は
小
作
料
率

を
六
八
を
見
積
一
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
現
実
の
小
作
料
は
そ
れ
以
下
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
こ
の
計
算
則
に
よ
れ
ば
低
地
価
－

低
地
租
と
い
う
事
態
が
発
生
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
一
た
。
そ
の
た
め
に
、
こ
の
第
二
則
の
適
用
を
や
め
、
小
作
地
に
っ
い
て
も
第
一

則
を
適
用
す
る
方
針
に
転
じ
た
の
で
あ
る
。

第
二
は
６
の
竺
則
お
よ
竃
の
第
四
章
で
定
め
た
地
価
の
人
民
申
告
方
式
を
全
面
的
に
否
定
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
ま

　
　
　
　
地
租
改
正
と
私
的
所
有
権
の
性
格
に
つ
い
て
一
後
藤
一
　
　
　
　
　
　
七
一
一
五
…
一



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
．
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二
（
五
三
四
）

で
各
県
で
採
用
し
て
い
た
地
価
算
定
基
準
を
去
定
し
、
政
府
が
必
要
と
す
る
地
租
額
を
あ
ら
か
じ
め
算
定
し
・
そ
れ
賃
合
う
よ

う
に
定
め
た
地
位
等
級
に
よ
る
地
価
を
各
地
農
民
墨
制
的
に
割
当
て
て
い
く
方
式
を
と
一
た
こ
と
で
あ
る
・
こ
の
点
で
補
足
的
に

述
べ
る
と
、
旧
筑
摩
県
は
改
租
事
業
を
進
捗
す
る
た
め
に
七
四
年
二
月
に
独
自
の
田
畑
割
引
法
を
作
成
し
・
そ
れ
を
も
と
に
人
民

に
申
告
さ
せ
、
七
八
年
四
月
ま
で
に
一
応
の
改
租
を
終
了
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
同
年
八
月
に
は
大
蔵
省
が
地
位
等
級
に
よ
る
割
引
法

姦
制
し
た
た
め
、
亘
終
了
し
た
改
租
事
業
は
全
く
振
り
出
し
に
戻
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
旧
筑
摩
県
と
大
蔵
省
と
の
割
引
法

お
よ
び
地
価
を
示
す
と
次
頁
の
表
の
よ
う
に
な
つ
て
い
る
。
旧
筑
摩
県
の
割
引
法
は
、
や
や
実
地
に
即
し
て
計
算
さ
れ
を
の
で
あ

り
、
そ
の
た
め
に
い
ち
ぢ
る
し
い
低
地
甲
低
地
租
と
な
つ
た
た
め
県
庁
は
そ
れ
に
強
制
的
に
割
増
し
さ
せ
・
そ
の
結
果
出
さ
れ
た

も
の
が
旧
筑
摩
県
の
地
価
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
大
蔵
省
は
一
率
に
一
割
の
経
費
を
認
め
た
の
み
で
（
し
た
が
っ
て
＠
第
十
二
章

検
査
例
第
一
則
で
の
一
割
五
分
の
割
引
法
さ
え
無
視
さ
れ
た
一
、
地
価
を
算
定
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
・
次
表
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
・

一
八
円
八
○
銭
か
ら
三
二
円
〇
一
銭
ま
で
の
増
禦
発
生
し
た
。
こ
の
こ
と
が
後
に
み
る
地
租
改
正
反
対
裏
の
原
因
と
差
一
た

の
で
あ
る
。

一
四
一
七
五
年
七
月
八
目
の
地
租
改
正
事
務
局
に
よ
る
改
租
方
針
の
転
換
は
強
行
さ
れ
、
多
く
の
農
民
の
低
抗
を
弾
圧
し
な
が

ら
改
租
事
業
を
次
第
に
完
了
し
て
い
く
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
方
針
転
換
に
も
と
づ
く
改
租
嚢
を
実
地
に
見
聞
し
た
地
租
改
正
事
務

局
係
官
の
復
命
書
の
内
容
と
、
現
地
で
の
農
民
の
動
向
は
ど
う
で
あ
つ
た
だ
ろ
う
か
。
全
国
的
に
い
え
ぱ
・
例
え
ば
蓑
県
・
三
重

県
、
静
岡
県
、
大
阪
席
、
和
歌
山
県
、
愛
知
県
、
長
野
県
下
を
は
じ
め
、
各
地
で
こ
の
地
租
改
正
を
不
満
と
す
る
農
民
一
祭
激
発

し
、
そ
れ
が
自
由
民
権
運
動
の
昂
揚
を
を
た
ら
し
て
く
る
こ
と
に
っ
い
て
は
、
わ
た
し
自
身
も
別
の
機
会
に
述
べ
て
お
占
・
そ

こ
で
、
こ
こ
で
は
筑
摩
県
下
を
巡
回
し
た
租
税
少
属
柴
田
惟
春
の
地
租
改
正
事
務
局
総
裁
大
久
保
利
通
へ
の
復
命
書
（
一
八
七
五
年
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」
剛
期
洞
爵
田
斗
コ
ヘ
三
露
一
謝
“
渕
料
醐
一
片
◎
寺
爵
〇

二
百
）
の
記
述
内
容
と
、
一
八
七
六
年
（
明
治
九
）
一
一
月
か
ら
七
七
年
七
月
ま
で
の
問
ね
ぱ
り
強
く
県
庁
と
地
租
改
正
事
務
局
を

相
手
ど
っ
て
た
た
か
っ
た
下
伊
那
郡
下
農
民
の
認
識
を
対
照
さ
せ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
柴
田
の
復
命
書
の
要
点
を
抜
き
書
き
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

今
回
一
般
六
パ
竿
ヲ
以
テ
丈
量
シ
頗
ル
地
盤
ノ
精
警
得
、
又
収
獲
地
価
ノ
調
査
一
至
ツ
テ
一
区
戸
長
及
地
理
二
詳
明
ナ
ル
人
民
総
代
老
農
ヲ
会

　
シ
審
議
・
公
論
ヲ
尽
シ
、
地
位
沃
否
二
基
キ
村
階
ヲ
大
別
ツ
、
而
シ
テ
村
内
沃
否
反
別
ノ
多
少
ヲ
勘
案
シ
其
段
階
二
応
シ
各
村
ノ
収
獲
ヲ
算
定
シ

　
之
レ
カ
検
査
ノ
準
拠
ト
ナ
シ
、
各
村
各
自
開
申
ス
ル
所
ノ
収
獲
ト
比
シ
、
其
準
拠
二
内
外
ス
ル
上
申
ハ
是
ヲ
可
ト
シ
、
其
準
拠
占
リ
低
下
ス
ル
モ

　
ノ
之
レ
ヲ
準
拠
二
昂
・
シ
地
価
ヲ
算
出
セ
シ
メ
ソ
ト
欲
ス
ル
ニ
、
初
発
各
村
ノ
上
申
二
全
ク
誤
レ
ル
モ
ノ
ア
リ
、
或
ハ
種
肥
利
度
ノ
不
当
二
難
ツ
準

　
拠
二
帰
着
セ
サ
ル
モ
ノ
往
六
之
レ
ア
リ
。
必
ス
準
拠
二
帰
着
セ
シ
メ
ソ
ト
再
三
再
四
説
諭
ス
レ
ト
モ
其
結
局
最
前
目
的
ノ
収
獲
ト
ハ
差
違
ヲ
生
シ
、

　
逐
六
全
管
平
均
上
田
ハ
米
一
石
二
斗
二
升
一
合
、
畑
方
大
豆
四
斗
四
升
ナ
ラ
テ
ハ
整
理
ノ
ナ
リ
カ
タ
キ
情
勢
ア
リ
。
事
実
止
ヲ
得
サ
ル
ヲ
以
テ
其

　
顛
末
ヲ
上
申
ス
ル
ニ
、
本
局
御
用
掛
有
尾
敬
重
出
張
、
同
人
参
県
ノ
上
首
ト
ツ
テ
最
前
目
的
上
ヨ
リ
差
違
ヲ
生
ス
ル
所
由
ヲ
糾
明
ツ
、
実
際
ノ
景

　
況
ヲ
視
察
シ
、
反
覆
審
議
ノ
末
尚
増
加
ス
ヘ
キ
道
理
ア
ル
モ
ノ
之
ヲ
増
加
シ
、
更
二
大
区
限
リ
ノ
等
差
ヲ
製
シ
以
テ
彼
此
ノ
権
衡
如
何
ヲ
検
ス
ル

　
　
　
　
地
租
改
正
と
私
的
所
有
権
の
性
格
に
つ
い
て
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
（
五
三
五
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四
（
五
三
六
）

　
　
二
未
タ
其
適
当
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ア
リ
。
依
テ
調
査
ス
ル
コ
ト
数
回
終
二
全
管
適
当
ナ
ル
目
途
ヲ
定
メ
断
然
髪
二
帰
着
セ
シ
メ
ソ
コ
ト
ニ
議
定
シ
、

　
　
一
統
奮
励
百
方
説
諭
ス
ル
ニ
人
民
於
テ
モ
中
正
公
平
二
帰
ス
ル
ノ
御
旨
意
ニ
テ
調
査
上
毛
髪
モ
容
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
夫
々
準
拠
ノ
額
二
帰
着

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

　
シ
、
明
治
七
年
ノ
貢
租
二
比
較
ス
ル
ニ
九
万
四
千
四
百
七
十
六
円
ヲ
増
ス
、
云
々

　
柴
田
の
こ
の
復
命
書
で
注
目
す
べ
き
点
は
二
っ
あ
る
。
そ
の
一
っ
は
、
　
「
人
民
総
代
、
老
農
」
を
集
め
て
新
し
い
地
価
算
定
方
式

に
っ
い
て
「
審
議
公
論
」
の
う
え
「
準
拠
」
を
き
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
「
審
議
公
論
」
と
は
、
実
は
官
が
そ
の

「
目
的
」
を
実
現
す
る
た
め
に
机
上
で
作
成
し
た
「
準
拠
」
の
強
引
な
お
し
っ
げ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
具
体
的
な
実
施
過

程
で
は
「
準
拠
」
通
り
に
は
運
ぽ
ず
、
そ
れ
を
修
正
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
二
は
、
大
蔵
省
は
「
準
拠
」
の
現

実
へ
の
妥
協
．
修
正
を
全
く
許
さ
ず
、
有
尾
敬
重
の
直
接
指
揮
の
も
と
に
強
引
に
ー
「
準
拠
」
通
り
の
地
価
査
定
を
強
行
し
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
柴
田
は
、
こ
の
有
尾
の
指
示
通
り
に
行
う
な
か
で
「
人
民
於
テ
モ
中
正
公
平
二
帰
ス
ル
ノ
御
旨
意
」
と
し
て

服
従
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
改
租
事
業
は
順
調
に
進
み
九
万
四
千
余
円
の
増
租
を
あ
げ
る
に
い
た
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
農
民
は
こ
の
大
蔵
省
の
強
行
方
針
を
「
中
正
公
平
」
の
も
の
と
受
げ
と
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
全
く
逆
で
あ
る
。

農
民
た
ち
は
戸
長
を
先
頭
に
し
て
、
直
ち
に
反
撃
を
開
始
し
た
。
は
じ
め
は
県
庁
を
相
手
ど
っ
て
地
価
改
訂
の
歎
願
運
動
を
精
カ
的

に
つ
づ
げ
て
い
た
が
、
そ
れ
で
は
ラ
チ
が
あ
か
た
い
と
み
る
や
地
租
改
正
事
務
局
を
相
手
に
歎
願
運
動
を
展
開
し
た
。
次
の
文
書
は
、

一
八
七
七
年
五
月
二
九
目
に
下
伊
那
郡
諸
村
の
代
表
が
地
租
改
正
事
務
局
に
対
し
て
提
出
し
た
歎
願
書
で
あ
る
。
こ
こ
で
地
租
改
正

が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
進
め
ら
れ
、
そ
の
結
果
ど
の
よ
う
な
地
価
が
っ
く
り
出
さ
れ
た
か
に
っ
い
て
仔
細
に
述
べ
て
い
る
の
で
、

煩
を
い
と
わ
ず
、
あ
え
て
全
文
を
掲
げ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
地
租
御
改
正
二
付
不
当
ノ
反
金
ヲ
負
荷
シ
整
頓
ヲ
奏
セ
ス
及
ヒ
丈
量
ヲ
誤
リ
重
租
極
難
二
至
リ
実
地
至
当
取
調
方
歎
願
書



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
郷
村
、
信
夫
村
、
松
尾
村
、
生
田
村
、
片
桐
村
、
久
堅
村
、
里
見
村
、
市
田
村

前
書
長
野
県
下
信
濃
国
伊
那
郡
村
三
地
価
更
正
之
義
明
治
九
年
十
互
目
中
ヨ
リ
同
県
支
庁
伊
那
出
張
所
一
嘆
願
仕
侯
処
、
同
十
二
月
本
県

整
懸
リ
官
吏
鷺
祐
之
殿
御
出
張
御
説
諭
一
相
成
タ
ル
要
旨
一
地
租
改
正
之
際
如
何
ナ
ル
錯
誤
有
之
モ
到
底
五
ケ
年
問
一
地
価
引
直
シ
相
成
サ

ル
趣
反
覆
御
説
諭
之
上
書
面
差
出
一
キ
旨
被
伝
聞
候
一
一
付
、
不
服
ナ
カ
ラ
一
且
伺
書
進
呈
仕
侯
得
共
尚
帰
村
之
上
熟
考
ス
ル
ニ
右
改
正
期
限
中
一

勿
論
一
ケ
年
タ
ー
－
棄
重
租
一
テ
一
上
納
仕
難
ク
侯
一
付
、
本
年
四
月
本
県
一
出
頭
嘆
願
仕
侯
処
、
御
県
庁
ヨ
リ
方
今
其
筋
一
伺
中
、
一
｝
指

令
済
之
上
何
分
之
御
沙
汰
可
及
ト
ノ
ー
御
汰
沙
一
而
御
指
令
之
期
限
モ
測
リ
難
ク
侯
二
付
、
前
書
村
六
嘉
局
一
御
添
翰
之
義
相
願
侯
翼
不

具
筋
御
汰
沙
可
相
成
義
一
付
暫
ク
差
控
居
可
申
因
テ
即
今
添
翰
願
之
義
一
聞
届
難
ク
ト
ノ
御
指
令
二
付
数
日
養
居
侯
得
共
、
御
指
令
ノ
期
不

雰
候
一
付
無
拠
御
局
一
出
頭
之
届
書
差
出
シ
、
今
般
御
局
一
不
当
之
反
金
負
荷
セ
ラ
レ
苦
情
有
之
整
頓
ヲ
奏
セ
ス
及
ヒ
右
村
六
実
地
丈
量
地
価

御
更
正
之
義
嘆
願
仕
度
因
テ
嘆
願
之
源
由
細
密
左
二
上
申
仕
侯
。

明
治
六
年
十
月
中
地
租
御
改
正
一
付
、
旧
筑
摩
県
ヨ
リ
実
地
反
別
収
獲
地
価
取
調
帳
簿
可
差
出
旨
御
達
相
成
侯
二
付
帳
簿
編
製
差
出
侯
処
、
各
村

区
差
取
調
一
付
・
明
治
七
年
士
月
中
更
一
田
畑
割
引
法
方
御
設
一
相
成
、
右
割
引
法
二
拠
リ
地
価
ヲ
起
算
セ
ソ
ト
ス
ル
ニ
方
リ
、
何
分
各
地

正
当
ノ
価
格
ヲ
生
セ
ス
一
割
引
多
量
ナ
ル
カ
故
ナ
ー
一
故
一
無
根
ノ
収
獲
ヲ
加
附
シ
以
テ
其
真
価
ヲ
生
セ
ソ
事
ヲ
其
筋
一
申
出
侯
処
到
底
適
当
之

地
価
ヲ
獲
ル
ノ
他
一
ア
ラ
ザ
レ
バ
収
獲
之
義
一
増
加
シ
苦
カ
ラ
サ
ル
旨
御
達
有
之
侯
義
二
付
、
．
之
レ
ニ
因
テ
田
翌
一
仮
リ
ニ
虚
陸
ヲ
附
シ
地
価

其
当
ヲ
得
・
地
引
帳
編
製
シ
前
書
之
各
村
明
治
八
年
四
曼
一
上
申
。
然
処
、
同
年
八
月
百
飯
田
支
庁
一
村
吏
惣
代
召
掌
今
般
大
薯
ヨ

リ
全
国
一
般
ノ
割
引
法
御
達
一
付
、
先
般
上
進
相
成
侯
収
獲
一
下
ラ
サ
ル
様
注
意
シ
、
田
畑
共
一
反
歩
ノ
収
獲
ヲ
見
込
書
ニ
ツ
テ
差
出
侯
様
御
碓

相
成
侯
一
付
・
村
吏
惣
代
一
先
帰
村
之
上
、
人
民
一
篤
ト
共
議
ヲ
遂
ケ
至
度
申
上
侯
処
、
見
込
書
之
義
義
ヨ
ー
確
拠
タ
ル
一
キ
モ
ノ
ニ
モ
無

蟻
紬
第
聾
讐
ポ
壮
篶
打
詳
靖
“
濤
パ
帥
娯

然
一
萱
前
一
壱
割
五
分
ノ
御
達
有
之
一
斯
ル
難
渋
一
立
至
ル
一
シ
一
右
ヲ
以
テ
粗
算
当
侯
処
図
ラ
サ
リ
キ
巨
大
ノ
増
額
一
四
月
上
進
ス
ル
地
｝

一
殆
ト
ニ
倍
一
及
フ
一
妾
リ
且
実
地
売
買
上
一
於
ル
田
方
一
シ
テ
半
価
ノ
上
一
出
ス
、
畑
方
ノ
如
キ
一
代
価
概
シ
テ
百
分
ノ
ニ
三
十
二
止
ル

如
之
調
査
中
一
旧
県
官
吏
ノ
指
揮
一
ヨ
ー
畦
畔
冷
溝
石
塚
一
田
畑
ノ
中
一
ア
ル
一
ノ
如
キ
全
ク
不
毛
ノ
地
迄
本
都
一
組
込
丈
量
仕
責
テ
芙
無

比
ノ
高
価
一
墨
モ
此
代
価
一
テ
一
相
続
難
相
成
一
付
、
種
壷
願
仕
侯
得
共
御
聞
届
不
相
成
、
其
節
県
官
ヨ
リ
御
説
諭
二
一
強
テ
嘆
願
セ
ソ
ト

欲
セ
至
ケ
年
ノ
穀
ヲ
上
納
シ
然
ル
後
琴
テ
実
地
困
難
一
侯
得
者
其
節
智
様
ニ
モ
嘆
願
可
致
旨
御
理
解
二
付
一
旦
承
服
仕
侯
得
共
明
治

　
　
　
地
租
改
正
と
私
的
所
有
権
の
性
格
に
つ
い
て
一
後
藤
一
　
　
　
　
　
　
芸
一
五
三
七
一



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
．
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六
（
五
三
八
）

　
　
八
九
両
年
ノ
間
実
地
経
験
仕
候
二
所
得
ヲ
見
ル
能
一
ズ
。
仮
令
如
何
耕
奮
養
一
労
カ
ス
ル
モ
租
額
減
ス
ル
一
ア
ラ
ス
ソ
一
餐
馨
ノ
目
途
無

　
　
之
、
既
二
信
夫
村
、
久
堅
村
ノ
如
キ
一
今
以
テ
地
引
帳
整
頓
不
仕
旧
県
以
来
嘆
願
候
処
、
五
ケ
年
成
観
一
因
リ
聞
届
ケ
難
キ
旨
被
仰
聞
候
得
共
・

　
整
頓
後
五
ケ
年
成
観
ア
ル
ニ
モ
セ
ヨ
右
村
・
一
見
込
書
差
出
侯
迄
一
テ
地
引
帳
ノ
整
駕
一
之
モ
ノ
一
五
ケ
年
据
置
ノ
成
規
一
募
了
解
不
仕
ヨ
シ
・

　
又
ア
リ
ト
ス
レ
一
地
引
帳
ヲ
奏
セ
ス
地
券
ヲ
授
与
セ
ス
何
ヲ
以
テ
収
税
ノ
定
額
ヲ
有
ス
ル
歎
廉
・
了
解
不
仕
侯
・
詣
治
八
九
両
年
麗
ノ
義
戸

　
長
叢
計
ヒ
人
民
ノ
身
代
二
応
ゾ
内
納
ヲ
諭
シ
上
納
仕
侯
且
上
郷
村
、
松
尾
村
、
久
堅
村
ノ
如
キ
昨
九
年
分
租
額
完
納
難
出
来
前
条
綾
々
陳
述
仕

　
侯
通
、
伊
那
郡
ノ
如
キ
山
谷
麓
ノ
療
地
一
シ
テ
隣
国
平
坦
地
ノ
収
獲
一
超
過
シ
重
租
最
モ
極
リ
募
上
納
難
仕
侯
間
・
何
卒
実
地
御
訂
正
ノ
上

　
丈
量
地
価
共
至
当
取
調
ノ
御
処
置
被
成
下
度
謹
テ
奉
歎
願
候
也

　
　
　
明
治
十
年
五
月
廿
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
右
村
・
惣
代
　
　
一
森
家
文
書
よ
り
一

下
伊
那
郡
農
民
惣
代
た
ち
は
、
八
五
年
八
月
に
飯
田
支
庁
に
呼
び
出
さ
れ
た
呈
、
大
蔵
省
の
強
圧
に
屈
し
た
恰
好
で
・
前
に
表

示
し
た
筑
摩
県
の
算
定
し
た
地
価
の
ほ
と
ん
ど
一
一
倍
以
上
の
地
価
査
定
を
の
ま
さ
れ
た
。
そ
の
さ
い
、
「
村
吏
惣
代
一
た
ち
は
二

先
帰
村
之
上
人
民
へ
篤
ト
共
議
ヲ
遂
」
げ
た
い
と
低
抗
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
　
「
見
込
書
之
義
ハ
素
ヨ
リ
確
拠
タ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ニ

無
之
一
も
の
で
あ
る
か
ら
「
村
吏
惣
代
一
の
責
任
隻
い
て
「
取
計
一
い
、
も
し
「
差
出
サ
サ
レ
一
帰
村
一
許
サ
ス
ト
厳
重
ノ
御
達

一
脅
迫
シ
其
途
ヲ
先
ヒ
前
後
ノ
勘
弁
モ
不
仕
、
命
ス
ル
処
ノ
雛
形
一
準
シ
書
面
差
上
一
げ
ざ
る
を
え
な
か
一
た
・
し
か
も
・
そ
の
雛

芝
は
必
要
経
蒙
一
割
し
か
見
積
ら
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
こ
の
時
に
は
じ
め
て
農
民
に
示
さ
れ
を
の
で
あ
一
ち

惣
代
た
ち
が
低
抗
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
つ
た
。
官
は
、
そ
の
さ
い
「
杢
ヶ
年
ノ
租
税
ヲ
上
納
一
し
た
の
ち
・
「
実
地
困
難
一

な
ら
ほ
改
め
て
「
嘆
願
」
せ
よ
と
い
っ
た
た
め
、
一
ヶ
年
後
の
八
六
年
一
一
月
に
地
価
更
正
の
歎
願
運
動
に
出
た
わ
げ
で
あ
る
・
そ

の
歎
願
に
た
い
し
て
長
野
県
庁
一
筑
摩
県
は
八
五
年
一
〇
月
に
長
野
県
一
合
併
一
は
、
「
地
租
改
正
之
際
如
何
ナ
ル
錯
誤
有
モ
到
底
五
ケ

年
問
一
地
価
引
直
一
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
っ
つ
ぱ
ね
た
。
農
民
た
ち
は
、
言
し
た
規
定
が
地
租
改
正
法
令
の
ど
こ
に
も
見

当
ら
な
い
こ
と
を
確
信
し
て
、
県
庁
に
。
た
い
し
て
十
数
回
に
わ
た
る
歎
願
を
く
り
か
え
し
、
つ
い
に
地
租
改
正
事
務
局
を
直
接
の
相



手
と
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
改
租
の
結
果
発
生
し
た
共
通
の
事
態
は
、
　
「
如
何
様
耕
転
培
養
二
労
カ
ス
ル
モ
租
額
減
ス
ル
ニ

ァ
ラ
ス
ソ
ハ
農
民
保
存
ノ
目
途
無
之
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
区
戸
長
以
下
全
農
民
の
決
起
の
基
礎
的
要
因
で
あ
っ
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
租
改
正
事
務
局
は
、
同
年
七
月
九
日
付
で
「
書
面
歎
願
之
趣
難
聞
届
候
事
」
と
い
う
回
答
を
行
っ
た
だ
け
で

あ
る
。

（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

　
従
来
、
わ
が
国
で
の
近
代
的
土
地
所
有
権
論
の
構
成
に
さ
い
し
て
は
、
土
地
利
用
権
１
１
用
益
権
の
土
地
所
有
権
に
対
す
る
優
越
と
い
う

規
範
移
態
の
成
立
に
重
要
な
指
標
が
求
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
の
具
体
的
た
法
的
捗
態
を
用
益
権
の
賃
借
権
か
ら
物
権
化
へ
の
転

化
に
よ
っ
て
土
地
所
有
権
の
近
代
化
が
完
成
す
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
水
本
浩
氏
の
『
借
地
・
借
家
法
の
基
礎
理
論
』
で
の
理
論
展
開

が
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
近
年
、
甲
斐
道
太
郎
「
戦
後
目
本
に
お
げ
る
近
代
的
土
地
所
有
権
論
の
展
開
」
１
磯

村
哲
還
暦
記
念
論
集
『
市
民
法
学
の
移
成
と
展
開
』
一
九
七
八
年
、
有
斐
閣
）
や
戒
能
通
厚
（
『
イ
ギ
リ
ス
土
地
所
有
権
法
研
究
』
一
九

八
○
年
、
岩
波
書
店
）
あ
る
い
は
原
田
純
孝
（
『
近
代
土
地
賃
貸
借
法
の
研
究
』
一
九
八
○
年
、
東
大
出
版
会
）
の
諸
氏
に
ー
よ
っ
て
、
用

益
権
が
賃
借
権
か
物
権
か
と
い
う
こ
と
が
土
地
所
有
権
の
近
代
性
を
区
別
す
る
基
準
た
り
う
る
も
の
で
は
な
く
、
い
ず
れ
の
移
態
を
と
ろ

う
と
も
用
益
権
が
土
地
所
有
権
に
優
越
す
る
と
い
う
規
範
構
造
が
確
立
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
求
め
る
べ
き
だ
と
い
う
見
解
が
提
起
さ
れ

て
い
る
。
わ
た
し
も
門
外
漢
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
見
解
が
資
本
と
土
地
所
有
と
の
関
係
を
解
明
す
る
う
え
で
よ
り
適
切
な
論
理
だ
と
考
え

る
。
な
お
、
椎
名
重
明
著
『
近
代
的
土
地
所
有
』
（
一
九
七
三
年
、
東
大
出
版
会
）
も
参
照
の
こ
と
。

　
マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
』
、
長
谷
部
文
雄
訳
、
青
木
文
庫
版
八
、
三
二
二
～
三
一
八
頁
参
照
。
な
お
、
甲
斐
道
太
郎
、
稲
本
洋
之
助
ほ
か

著
『
所
有
権
思
想
の
歴
史
』
（
一
九
七
九
年
、
有
斐
閣
新
書
）
の
第
二
章
参
照
の
こ
と
。

　
水
木
浩
著
『
土
地
間
題
と
所
有
権
』
第
四
部
（
一
九
七
三
年
、
有
斐
閣
）
お
よ
び
甲
斐
道
太
郎
著
『
土
地
所
有
権
の
近
代
化
』
（
一
九

六
七
年
、
有
斐
閣
）
な
ど
参
照
の
こ
と
。

　
地
租
改
正
資
料
刊
行
会
編
『
明
治
初
年
地
租
改
正
基
礎
資
料
』
上
巻
（
一
九
五
三
年
、
有
斐
閣
）
一
頁
参
照
。
こ
の
ほ
か
同
書
に
は
七

尾
県
、
浜
田
県
、
岡
山
県
、
小
倉
県
、
福
岡
県
、
山
形
県
で
も
同
様
な
事
態
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
た
お
、
福
島
正

夫
著
『
地
租
改
正
の
研
究
』
一
一
一
～
一
一
五
頁
（
一
九
六
二
年
、
有
斐
閣
）
も
参
照
の
こ
と
。

地
租
改
正
と
私
的
所
有
権
の
性
格
に
つ
い
て
（
後
藤
）

七
七
（
五
三
九
）



　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
・
第
四
号
）
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七
八
（
五
四
〇
）

（
５
）
　
福
島
正
夫
、
前
掲
書
、
丹
羽
邦
男
著
『
明
治
維
新
の
土
地
変
革
』
（
一
九
六
二
年
、
お
茶
の
水
書
房
）
た
ど
参
照
の
こ
と
。

（
６
）
　
後
藤
靖
著
『
自
由
民
権
運
動
の
展
開
』
（
一
九
六
六
年
、
有
斐
閣
）
、
『
自
由
民
権
』
（
一
九
七
二
年
、
中
公
新
書
）
な
ど
。
た
お
、
地
租

　
　
改
正
反
対
一
撲
を
分
析
し
た
も
の
と
し
て
は
、
有
元
正
雄
著
『
地
租
改
正
と
農
民
闘
争
』
（
一
九
六
七
年
、
大
原
新
生
杜
）
、
近
藤
哲
生
著
．

　
　
『
地
租
改
正
の
研
究
』
（
一
九
六
七
年
、
未
来
杜
）
た
ど
が
あ
る
。

（
７
）
　
地
租
改
正
資
料
刊
行
会
編
、
前
掲
書
、
中
巻
、
六
一
二
～
三
頁
、
参
照
。

四
結
び
に
か
え
て

　
わ
た
し
は
、
鎌
倉
氏
の
批
判
に
応
え
る
た
め
、
土
地
永
代
売
買
解
禁
・
地
券
交
付
↓
地
租
改
正
の
過
程
に
か
ぎ
っ
て
こ
の
時
期
の

土
地
私
有
権
の
生
格
を
さ
ぐ
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
明
ら
か
に
た
っ
た
の
は
、
次
の
諸
点
で
あ
る
。
○
Ｄ
土
地
永
代
売
買
解
禁
．
地
券
交

付
の
法
文
を
、
他
の
諸
条
件
（
土
地
取
引
の
実
態
お
よ
び
地
租
た
ど
）
と
全
く
切
り
離
し
て
そ
れ
自
体
と
し
て
読
め
ぽ
、
そ
れ
は
明
ら

か
に
私
的
所
有
権
と
そ
の
絶
対
性
・
排
他
性
を
保
障
し
、
ま
た
そ
れ
の
譲
渡
の
自
由
を
う
た
っ
て
い
る
ば
か
り
か
、
取
引
価
格
を
地

価
と
し
、
そ
れ
を
基
準
に
し
て
地
租
負
担
を
義
務
づ
げ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
分
割
地
所
有
（
権
）
の
形
式
を
十
分
に
そ
な
え
て

お
り
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
土
地
の
近
代
的
所
有
権
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
他
の
諸
条
件
と

の
関
連
を
た
ち
き
っ
た
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
財
産
Ｈ
市
民
杜
会
（
私
法
）
は
市
民
杜
会
内
部
の
相
互
関
係
は
い

う
ま
で
も
な
く
、
租
税
１
－
国
家
（
公
法
）
と
無
関
係
に
存
在
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
両
者
が
相
互
に
ど
の
よ
う
な
内
的
連
関
に
立

っ
て
い
る
か
を
考
察
す
る
こ
と
が
杜
会
科
学
１
１
歴
史
学
の
課
題
で
あ
り
、
任
務
で
も
あ
る
。
そ
し
て
実
際
、
土
地
永
代
売
買
解
禁
や

地
券
交
付
は
所
有
権
の
法
認
と
土
地
の
自
由
な
譲
渡
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
た
く
、
旧
公
簿
に
よ
っ
て
は
把
握
し
き
れ
た
く
た
っ

た
と
い
う
認
識
の
う
え
で
、
改
め
て
担
税
者
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
目
的
か
ら
出
た
も
の
で
あ
っ
た
。



　
の
地
租
改
正
は
、
上
述
の
よ
う
な
基
本
目
的
を
も
っ
土
地
永
代
売
買
解
禁
と
地
券
交
付
を
前
提
に
し
な
が
ら
、
担
税
者
を
全
国
的

に
確
定
し
、
全
国
一
率
の
金
納
地
租
を
強
制
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
改
租
の
ね
ら
い
は
「
旧
未
ノ
歳
入
」
の
維
持
・
確
保
で
あ

り
、
そ
の
た
め
に
改
租
方
針
の
重
大
な
修
正
と
そ
の
強
行
を
あ
え
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
さ
き
の
下
伊
那
郡
の
事
例
が
示

し
て
い
る
よ
う
に
「
農
民
保
存
ノ
目
途
無
之
」
事
態
が
つ
く
り
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
旧
貢
租
よ
り
も
重
い
地
租
が
つ
く

り
出
さ
れ
た
。
土
地
所
有
農
民
は
そ
の
過
重
な
地
租
収
奪
か
ら
解
放
さ
れ
た
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
地
租
徴
収
権
１
－
土
地
高
権

（
公
法
）
が
私
的
所
有
権
（
私
法
）
を
完
全
に
従
属
さ
せ
、
国
家
が
市
民
杜
会
の
完
全
な
自
律
性
を
奪
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
う

し
た
事
情
に
お
か
れ
た
土
地
の
私
的
所
有
権
を
近
代
的
所
有
権
で
あ
る
と
は
誰
が
み
て
も
い
え
た
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
注
目
に
ー

値
す
る
の
は
、
一
八
八
○
年
四
月
の
国
会
期
成
同
盟
の
「
国
会
を
開
設
す
る
の
允
可
を
上
願
す
る
書
」
の
次
の
一
節
で
あ
る
。
そ
こ

に
は
、
こ
う
書
か
れ
て
い
る
。

　
の
地
租
を
改
正
し
地
券
を
行
へ
る
も
の
は
、
天
下
は
天
下
の
天
下
に
し
て
、
政
府
の
私
有
に
非
ざ
る
が
故
に
、
既
に
地
券
を
発
行
す
れ
ば
則
国
土

　
は
政
府
の
私
有
に
非
ざ
る
こ
と
甚
だ
彰
著
也
。
国
土
既
に
政
府
の
私
有
に
ー
非
ざ
れ
ぱ
則
人
民
の
身
命
財
産
も
亦
政
府
の
私
有
に
－
非
ざ
る
也
。
◎
人

　
民
の
身
命
財
産
実
に
政
府
の
私
有
に
非
ず
、
政
府
是
に
就
て
租
税
を
徴
す
る
は
人
民
の
私
有
よ
り
徴
す
る
と
云
は
ざ
る
を
得
ざ
る
也
。
将
共
租
税

　
は
国
家
の
為
め
に
徴
す
る
も
の
な
れ
ぱ
、
則
己
に
収
む
る
所
の
租
税
は
必
ず
之
を
国
の
共
有
物
と
謂
は
ざ
る
を
得
ざ
る
也
。
而
し
て
今
夫
私
有
は

　
其
主
一
人
に
し
て
之
を
所
置
す
る
の
権
あ
る
可
く
、
共
有
は
衆
と
共
に
共
謀
せ
ざ
る
可
ら
ざ
る
こ
と
理
の
当
然
た
れ
ぱ
、
政
府
既
に
地
券
を
発
行

　
し
て
天
下
は
天
下
の
天
下
た
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
れ
ぱ
、
則
ち
租
税
を
天
下
に
徴
し
、
及
び
既
に
収
め
て
国
家
の
租
税
金
を
処
置
す
る
に
は
政

　
府
一
已
に
て
之
を
為
す
べ
き
義
あ
る
こ
と
次
く
、
必
ず
や
全
国
人
民
と
共
議
せ
ざ
る
を
得
ざ
る
べ
く
、
而
し
て
租
税
を
全
国
人
民
と
共
議
す
る
に

　
は
国
会
を
開
設
せ
ざ
る
を
得
ず
（
『
自
由
党
史
』
岩
波
文
庫
版
、
上
巻
、
二
八
七
頁
）

　
引
用
文
中
の
の
に
あ
た
る
文
脈
は
、
近
代
的
所
有
権
の
原
理
を
根
底
に
す
え
た
が
ら
私
的
所
有
権
と
国
家
と
の
関
係
の
あ
る
べ
き

関
係
を
す
る
ど
く
っ
い
た
も
の
で
あ
り
、
国
家
１
１
公
法
は
市
民
杜
会
１
１
私
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
る
べ
き
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
◎
は

　
　
　
　
地
租
改
正
と
私
的
所
有
権
の
性
格
に
つ
い
て
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
（
五
四
一
）
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八
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（
五
四
二
）

い
ま
い
っ
た
基
本
原
理
に
照
し
て
み
れ
ば
、
現
実
は
逆
転
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
早
急
に
国
会
を
開
設
ｔ
て
国
民
に
租
税
共
議
権

を
与
え
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
地
租
改
正
が
現
実
に
っ
く
り
出
し
た
土
地
所
有
権
が
本
来
的
な
意
味
で
の
近
代
的
所
有
権
で

は
な
い
こ
と
を
、
当
時
の
民
衆
は
き
び
し
く
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
地
租
改
正
以
後
の
現
実
の
歴
史
過
程
で
こ
の
土
地
の
私
的
所
有
権
は
ど
の
よ
ケ
に
内
容
的
に
発
展
し
て
い
っ
た
の
か
、

そ
し
て
そ
れ
を
前
提
と
し
て
形
成
さ
れ
た
寄
生
地
主
的
土
地
所
有
（
権
）
し
た
が
っ
て
ま
た
寄
生
地
主
・
小
作
関
係
の
性
格
は
ど
う

観
定
す
べ
き
か
、
な
ど
に
っ
い
て
も
説
き
及
ば
な
げ
れ
ば
鎌
倉
氏
の
批
判
に
十
分
に
応
え
た
こ
と
に
は
な
ら
た
い
。
こ
れ
ら
の
諸
点

に
つ
い
て
は
改
め
て
続
稿
を
用
意
し
た
い
。




